
審査支払機関の在 り方の検討のイメTジ

国保中央会
【特男1審査委員会】

高額 レセプ ト
の審査を委託

市町村国保、国保
組合

第8回 資料4-2

保組合t協会けんば、
共済  ~ ‐

妾直

託

て

委

し

を

と

査

態

審

実 託委を査審

Ａ
Ｉ
Ｉ

１

２

※

※

健保組合、協会けんば、
共済

中央の連絡協議会には、厚生労働省が参加。
県レベルの連絡協議会には、地方厚生局、都道府県国保主管課が参加。

支払基金
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険者と保険医療機関と

請求内容に意見の相違
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※3健保組合が行う調斉」レセプトの直接審査では、支払基金
が紛争処理機関の役害Jを担っている。
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